
（単位：円）

金　　　　額 金　　　　額

流動資産 1,603,154,064 流動負債 1,564,279,892

現 金 及 び 預 金 157,279,595 支 払 手 形 219,593,480

受 取 手 形 231,781,680 買 掛 金 919,578,241

売 掛 金 1,166,115,587 短 期 借 入 金 143,119,116

商 品 50,541,575 リ ー ス 負 債 220,248

貯 蔵 品 729,426 未 払 金 48,477,902

前 払 金 1,395,976 未 払 費 用 107,833,403

前 払 費 用 9,727,771 未 払 法 人 税 等 14,137,300

繰 延 税 金 資 産 20,109,043 未 払 消 費 税 等 23,633,578

未 収 入 金 9,597,792 預 り 金 63,280,240

未 収 法 人 税 等 0 そ の 他 24,406,384

そ の 他 11,413,819

貸 倒 引 当 金 △ 55,538,200

固定資産 510,939,759 固定負債 169,078,087

有形固定資産 464,637,962 リ ー ス 負 債 770,868

建 物 109,457,902 退職給付引当金 20,851,400

建 物 付 属 設 備 1,721,466 繰 延 税 金 負 債 147,455,819

構 築 物 6,293,752

機 械 装 置 2,941,776 負　　債　　合　　計 1,733,357,979

車 両 運 搬 具 246,437

工 器 具 備 品 227,567

土 地 342,805,142 株主資本 380,735,844

リ ー ス 資 産 943,920 資本金 95,000,000

無形固定資産 2,125,061

電 話 加 入 権 2,125,061 利益剰余金 285,735,844

投資その他の資産 44,176,736 利 益 準 備 金 23,315,000

投 資 有 価 証 券 11,864,000 その他利益剰余金 262,420,844

出 資 金 59,000 固定資産圧縮積立金 224,045,900

長 期 貸 付 金 1,318,347 別途積立金 57,881,524

長 期 未 収 入 金 252,923,676 退職給付積立金 1,000,000

長 期 前 払 費 用 326,667 繰越利益剰余金 △ 20,506,580

差 入 保 証 金 9,735,516

貸 倒 引 当 金 △ 232,050,470 純　資　産　合　計 380,735,844

2,114,093,823 2,114,093,823

貸　借　対　照　表
（平成21年3月31日現在）

資 産 合 計

資　　　産　　　の　　　部 負　　　債　　　の　　　部

純　　資　　産　　の　　部

負 債 ・ 純 資 産 合 計

科　　　　目 科　　　　目



Ⅰ.重要な会計方針に係る事項に関する注記

1.資産の評価基準及び評価方法

（1）有価証券

その他有価証券

市場価格のないもの 移動平均法による原価法

（2）たな卸資産

商品 総平均法による原価法

貯蔵品 最終仕入原価法

2.固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産（リース資産を除く）

有形固定資産の減価償却の方法は定額法によっております。但し、平塚営業所に属する

有形固定資産は定率法を採用しております。

（2）リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、リース取引開始日が企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の適用初年度

開始前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ます。

3.重要な会計方針の変更

（1）リース取引に関する会計基準の適用

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（起業会計基準第13号　平成5年6月

17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年3月30日改正）及び「リース取引に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号　平成6年1月18日（日本公認会計士協会会計制

度委員会）、平成19年3月30日改正）が平成20年4月1日以降開始する会計年度に係る四半期財

務諸表から適用することができることになったことに伴い、当事業年度からこれらの会計基準等を

適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

4.引当金の計上基準

（1）貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

（2）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、自己都合による要支給額の当期発生額を計上しております。

5.その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

（1）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方法によっております。

（2）連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

Ⅱ.株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における発行済株式の種類及び株式数

普通株式 190,000 株

個　別　注　記　表


